
 

特許異議の申立てＱ＆Ａ 

  

訂正請求のＱ＆Ａについては、こちらを参照してください。 

 

 ＜目      次＞ 

１．特許異議申立制度について 

２．特許異議の申立ての審理について 

３．特許異議申立人とその代理人の手続について 

４．特許権者とその代理人の手続について 

５．その他 

 

《１．特許異議申立制度について》 

Ｑ１－１．特許異議申立制度とは、どのような制度ですか。 

Ａ１－１．特許付与後の一定期間（特許掲載公報発行の日から６月以内）に限り、広く

第三者に特許処分の見直しを求める機会を付与し、特許異議の申立てがあった

ときは、特許庁自らが当該処分の適否について審理して、当該特許に瑕疵がある

ときは、その是正を図ることにより特許の早期安定化を図る制度です（審判便覧

６７－００の１．）。 

 

Ｑ１－２．特許異議の申立てができる期間について教えてください。 

Ａ１－３．特許掲載公報発行の日から６月以内です(特§１１３柱書)（審判便覧６７－

０１の３．）。 

なお、特許異議申立期間内であっても、特許権が消滅した後は、特許異議の申

立てをすることはできません（審判便覧６７－１１の１．）。 

 

Ｑ１－３．特許異議の申立ては誰でもできますか。 

Ａ１－３．「何人」も特許異議の申立てをすることができ(特§１１３柱書)、無効審判

の請求とは異なり利害関係人に限定されません。 

具体的には、自然人、法人及び法人でない社団又は財団であって代表者又は

管理人の定めがあるもの(特§６①二)が申立てをすることができます。ただし、

匿名での申立てはできません。在外者が申し立てるときは、日本国内に住所又は

居所を有する代理人（特許管理人）によって手続をする必要があります。 

 

Ｑ１－４．特許異議申立人が死亡又は合併により消滅したときに、特許異議申立人の地

位は承継できますか。 

https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/03.pdf


 

Ａ１－４．特許異議申立人の地位を承継することはできません(最高判・昭和５３年（行

ツ）１０３号)（審判便覧６７―０２の２．）。 

 

Ｑ１－５．特許異議の申立てにおける決定に対して不服を申し立てることはできます

か。 

Ａ１－５．特許を取り消すべき旨の決定に対して、特許権者等は東京高等裁判所（知的

財産高等裁判所）に決定の取消を求める訴えを提起することができます(特§１

７８①)。 

特許を維持すべき旨の決定に対して、不服を申し立てることはできません(特

§１１４⑤)（審判便覧６７－０６の７．）。 

 

Ｑ１－６．特許を取り消すべき旨の決定が確定したときの効果を教えてください。 

Ａ１－６．特許を取り消すべき旨の決定が確定したときは、特許権は初めから存在しな

かったものとみなされます(特§１１４③)。 

なお、一部の請求項に係る特許の取消が確定したときは、当該請求項に係る特

許権のみが初めから存在しなかったものとみなされます(特§１８５)（審判便覧

６７－０６の６．）。 

 

Ｑ１－７．特許異議の申立てと無効審判とは何が違いますか。 

Ａ１－７．次の表をご覧ください。（審判便覧６７－００の１．） 

 

（参考）【特許異議申立制度と無効審判制度との比較】 

 特許異議申立制度 特許無効審判制度 

制度趣旨 
特許の早期安定化を図る 特許の有効性に関する当事

者間の紛争解決を図る 

手続 

査定系手続 

（原則として、特許庁と特許

権者との間で進められる） 

当事者系手続 

（請求人と被請求人（特許

権者）との間で進められる） 

特許異議申立人・

請求人の適格 

何人も 

（匿名は不可） 

利害関係人のみ 

申立て・請求の期

間 

特許掲載公報発行の日から６

月以内 

（権利の消滅後は不可） 

設定登録後いつでも 

（権利の消滅後でも可能） 

申立て・請求 

及びその取下げ 

請求項ごとに可能 

取消理由通知後の取下げは不

可 

請求項ごとに可能 

答弁書提出後の取下げは相

手方の承諾があれば可能 

異議理由 ①公益的事由（新規性、進歩 ①公益的事由（新規性、進歩



 

無効理由 性、明細書の記載不備等） 性、明細書の記載不備等） 

②権利帰属に関する事由

（冒認出願、共同出願違反） 

③特許後の後発的事由（権

利享有違反、条約違反） 

審理方式 書面審理 

（口頭審理は不可） 

原則口頭審理 

（書面審理も可） 

複数申立て・ 

事件の取扱い 

原則併合して審理 原則は併合せず、事件ごと

に審理 

決定・審決の 

予告 

取消決定の前に、取消理由の

通知（決定の予告） 

請求成立（無効審決）の前

に、審決の予告 

決定・審決 
特許の取消し若しくは維持 

又は申立て却下の決定 

請求の成立若しくは不成立 

又は却下の審決 

不服申立て 

取消決定に対して、特許権者

は、特許庁長官を被告として、

東京高等裁判所（知的財産高

等裁判所）に出訴可能 

維持決定及び申立て却下の決

定に対する不服申立ては不可 

請求人及び特許権者の双方

とも、相手方を被告として、

東京高等裁判所（知的財産

高等裁判所）に出訴可能 

料金（円） 
16，500＋(申立てた請求項の

数×2，400) 

49，500＋(請求した請求項

の数×5，500） 

 

《２．特許異議の申立ての審理について》 

Ｑ２－１．特許異議の申立ての審理はどのように行われますか。 

Ａ２－１．審理は全て書面審理により行われます(特§１１８①)。口頭審理は行われま

せん。ただし、証人尋問等、証拠調べが行われることがあります（審判便覧６７

－０５）。 

 

Ｑ２－２．特許異議の申立ての審理機関と審理の対象について教えてください。 

Ａ２－２．審理の的確性を担保するため、３人又は５人の審判官の合議体が審理を行い

ます(特§１１４①)。 

審理の対象は、特許異議の申立てがされた請求項に限られます(特§１２０の

２②)。当該請求項について、合議体は、特許異議申立人が申し立てない理由につ

いても審理することができます(特§１２０の２①)（審判便覧６７－０５）。 

 

Ｑ２－３．複数の特許異議の申立てがあったとき、審理はどのように進められますか。 



 

Ａ２－３．複数の特許異議の申立てについては、特別の事情がある場合を除き、合議体

が全ての申立理由を整理し、まとめて審理（併合審理）します(特§１２０の３

①)。 

したがって、それぞれの特許異議の申立ての時期に関わらず、審理は特許異議

申立期間（特許掲載公報発行から６月）経過を待って行います。 

ただし、特許権者から「特許異議申立期間経過前審理の上申書」が提出された

ときは、特許異議申立期間経過を待つことなく審理を開始します（審判便覧６７

―０８の１．）。 

 

Ｑ２－４．特許異議の申立ての審理は、申立ての理由及び証拠に基づいて行われるとの

ことですが、合議体が理由の変更や証拠の追加は行わないのですか。 

Ａ２－４．合議体は、職権審理により、特許異議申立人が申し立てない理由や証拠を採

用することがあります。具体的には、証拠の組合せを変更すること、特許異議申

立書で申し立てられた進歩性等の取消理由を裏付ける証拠（技術分野の技術常

識を示す文献など）や申立ての理由となった記載要件違反を立証するための証

拠を補足するため職権調査により発見した証拠を採用すること及び適用条文を

変更すること等が挙げられます（審判便覧６７－０５の３．）。 

    なお、刊行物等提出書で提出された文献であって、特許異議申立期間経過後に

提出されたものは、適切な取消理由を構成することが一見して明らかな場合を

除き、証拠として用いません。 

 

Ｑ２－５．審理の方式は書面審理ですが、証人尋問等の証拠調べが行われることはあり

ますか。 

Ａ２－５．証人尋問等の証拠調べは、特許異議申立人若しくは特許権者等からの申立て

により、又は職権で実施することがあります(特§１２０→特§１５０、特§１

５１)（審判便覧６７－０５）。 

 

Ｑ２－６．特許異議の申立てと無効審判の請求の両方がされたときは、どちらを先に審

理するのですか。それとも併合して審理するのですか。 

Ａ２－６．特許異議の申立てと無効審判の請求の先後に関わらず、原則として、無効審

判を優先して審理します。併合して審理することはありません（審判便覧６７―

０９）。 

 

Ｑ２－７．特許異議の申立てと訂正審判の請求の両方がされたときは、どちらを先に審

理するのですか。それとも併合して審理するのですか。 

Ａ２－７．特許異議の申立てが先に係属したときは、訂正審判は請求できません。 

 訂正審判が先に請求され、後から特許異議の申立てがされたときは、特許異議



 

の申立てについての審理における取消理由通知に対して、改めて訂正の請求が

できることから、原則として、特許異議の申立てを優先して審理します。併合し

て審理することはありません。その結果、特許異議の申立てにおいて、訂正審判

と同一の内容を含む訂正の請求が必要になることがあります（審判便覧６７―

１０）。 

 

《３．特許異議申立人とその代理人の手続について》 

Ｑ３－１．特許異議申立書はどのように書けばよいですか。 

Ａ３－１．特許異議申立書は特許法施行規則様式６１の２に従い、必要事項等を記載し

て、作成してください。特許異議申立書には、ページ番号を付してください。 

特許庁ウェブサイトに掲載されている作成見本、要領も参考にしてください。 

 

Ｑ３－２．特許異議の申立ての手続は、オンラインで行うことができますか。 

Ａ３－２．特許異議申立書等は、インターネット出願ソフトの特殊申請機能（以下、特

殊申請機能による電子申請を電子特殊申請といいます）を利用してオンライン

での提出が可能です。電子特殊申請を利用した提出については、特許庁ホームペ

ージの「審判手続における電子特殊申請について」を御確認ください。 

なお、引き続き書面による提出も可能です。 

 

Ｑ３－３．特許異議の申立ての手続を代理するときに、代理権を証明する書面の提出は

必要ですか。 

Ａ３－３．特施規§４の３①九の規定により、特許異議の申立ての手続についての代理

権を証明する書面を提出しなければなりません（審判便覧２３－０９）。 

 

Ｑ３－４．特許異議の申立ての手続を委任するとき、委任状にはどのような記載が必要

ですか。また、押印や原本の提出は、必要ですか。 

Ａ３－４．特許異議申立人の代理人の委任状には、「特許○○○○○○号に関する特許

異議の申立て及びその取下げ」の記載が必要です。包括委任状であれば「全ての

他人の特許に関する特許異議の申立て及びこれらの取下げ」や「全ての他人の特

許又は商標（防護標章）登録に関する異議の申立て及びこれらの取下げ」の記載

があれば、特許異議申立書または代理人選任届に包括委任状番号を記載すること

により援用することができます。 

また、委任状への押印・署名は不要です。委任状は、鮮明な写しを書面又は電

子特殊申請で提出することも可能です。 

 

Ｑ３－５．特許異議の申立ての手続において、識別番号を記載すれば、住所の記載は省

略できますか。 

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shinpan_digitalize.html


 

Ａ３－５．特許異議の申立ての手続は、住所の記載は省略できません。  

    なお、代理人（弁理士、弁護士、弁理士法人）の識別番号は、異議申立人との

事務連絡等で利用することがあり得るため、併せて記載することを推奨していま

す。 

また、電子特殊申請を利用して提出する場合は、インターネット出願ソフトを

用いて手続を行う者が特許異議申立書の申立人（又は代理人がいる場合は代理

人）と同一である必要があります。 

 

Ｑ３－６．特許異議の申立ての手続において、押印は必要でしょうか。 

Ａ３－６．押印は、不要です。 

 

Ｑ３－７．請求項単位の特許異議の申立ては可能ですか。 

Ａ３－７．２以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをす

ることができます(特§１１３柱書)（審判便覧６７－０１の１．（２））。 

 

Ｑ３－８．特許異議の申立ての手数料の計算方法を教えてください。 

Ａ３－８．基本料１６，５００円＋（特許異議の申立てに係る請求項の数×２，４００

円）です(特§１９５②)。 

仮に、特許異議の申立てに係る請求項の数が「２」であれば、手数料は『２１，

３００円』（１６，５００円＋（２×２，４００円））になります。 

 

Ｑ３－９．特許異議申立書を提出する際に、副本は何通提出する必要がありますか。 

Ａ３－９．書面で提出する場合は、特許権者の数に審理用の副本として１を加えた数を

提出する必要があります (特施規§４、特施規§４５の６→特施規§５０の４)

（審判便覧６７－０３の１．（１））。正本及び副本の右上部余白にそれぞれ「正

本」、「副本」の表示をしてください。 

また、電子特殊申請を利用して特許異議申立書等を提出する場合は、副本の

提出は不要となります。なお、その場合は「正本」の表示はしないでください。 

 

Ｑ３－１０．特許異議の申立ての対象となる理由は、どのような理由ですか。 

Ａ３－１０．特§１１３①各号に規定される公益的事由（新規性・進歩性・明細書の記

載不備等）です。無効審判とは異なり、権利帰属に関する事由（冒認出願・共同

出願違反等）は、特許異議の申立ての理由とはされていません（審判便覧６７－

０１の．２）。 

 

Ｑ３－１１．特許法２９条（新規性、進歩性）を申立ての理由とする予定です。「申立

ての理由」の書き方を教えてください。 



 

Ａ３－１１．次の項目ア～ウに従って本件特許を取り消すべき理由を具体的に記載して

ください。 

ア 本件特許発明 

本件特許発明を、申立てに係る請求項の記載に基づいて説明してください。 

イ 引用発明の説明 

本件特許発明との関連において、主たる証拠（甲第○号証） を特定し、その

証拠の開示箇所とともに、主たる証拠に記載された発明（引用発明）を説明して

ください。 

ウ 本件特許発明と証拠に記載された発明との対比 

上記ア、イに基づき、本件特許発明と引用発明とを対比して、一致点と相違点

とを明確にし、本件特許発明が引用発明に該当する、又は引用発明に基づいて

容易に発明をすることができたものである理由を明らかにしてください。 

 

詳細は、特許庁ウェブサイトの「特許異議の申立てに係る様式作成見本につい

て」の中の『「申立ての理由」の記載要領』を参照してください。 

 

Ｑ３－１２．引用形式（従属）請求項に対する「申立ての理由」が請求項１に対するも

のと同様である場合に、当該引用形式請求項に対する「申立ての理由」として、

単に「請求項１と同様」と記載しても構わないですか。 

Ａ３－１２．「申立ての理由」はできるだけ具体的に記載するようにしてください。単

に「請求項１と同様」という記載だけでは、何がどのような点でどの程度同様な

のかが明らかではない場合があります。その結果として、合議体が適切な判断を

行うことができない可能性があります。 

 

Ｑ３－１３．特許公報類のみを証拠とする予定ですが、特許庁に所蔵のものを援用し、

添付を省略することはできますか。 

Ａ３－１３．省略することはできません。証拠の写しを提出してください（審判便覧３

４－０１の４．（３））。 

また、証拠ごとに、「甲第１号証」のように、証拠番号を付してください。 

 

Ｑ３－１４．外国語文献を証拠とする予定ですが、翻訳は必要ですか。 

Ａ３－１４．証拠が外国語文献のときは、引用する箇所の翻訳文を添付する必要があり

ます（特施規§６１①）（審判便覧３４－０１の４．（５）） 

なお、機械翻訳等のため、日本語として適切な意味を成していないときは、不

適切な翻訳文から認定し得る限度での採用にとどまるおそれがありますので、ご

注意ください。 

 

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/general-sample_bill_sinpan/03.pdf


 

Ｑ３－１５．インターネット上の情報を証拠とするときに、気をつける点はありますか。 

Ａ３－１５．インターネット上の情報は、公知日が特定できないことがありますので、

図書、雑誌、新聞など、公知日が特定できる証拠があるときは、できるだけそち

らを優先して提出してください。インターネット上の情報を証拠とするときは、

その印刷物にＵＲＬ、印刷日を明示してください。 

また、「審査ハンドブック」の「３２１１ 電気通信回線を通じて公衆に利用可

能となった発明に係る情報提供」も参考にしてください。 

 

Ｑ３－１６．申立書、副本等一式を宅配便で特許庁に送る予定です。問題はありますか。 

Ａ３－１６．申立書、副本等一式は、「信書」に当たりますので、郵便又は信書便（信

書便法§２②）で提出していただく必要があります。 

 

Ｑ３－１７．特許異議の申立ての理由を変更する又は証拠を追加する、いわゆる要旨を

変更する補正は可能ですか。 

Ａ３－１７．特許異議申立期間が経過する時又は特許権者宛の取消理由通知の送付のい

ずれか早い時までであれば、特許異議申立書の要旨を変更する補正は認められま

す(特§１１５②ただし書)（審判便覧６７－０４の２．（２）ウ）。 

    その後は、要旨を変更する補正は認められません。 

 

Ｑ３－１８．その他、特許異議申立書を作成、提出するときに注意する点はありますか。 

Ａ３－１８．これまでに多く発生している不備は以下のとおりですので、注意してくだ

さい。 

 

⚫ 申立ての理由が具体的に記載されていない（例：「請求項 1と同様」）。 

⚫ 特許法 29 条を取消理由とするが、引用発明の認定、一致点、相違点の記載が

ない。 

⚫ 特許異議申立書に頁番号が振られていない。 

⚫ 副本は特許権者の数＋１通の提出が必要であるが、副本の数が足りない。 

⚫ 正本及び副本の右上部余白にそれぞれ「正本」、「副本」の表示がない。 

⚫ 添付された証拠と「証拠方法」欄の記載が一致していない。 

⚫ 証拠説明書が添付されていない。 

⚫ 代理人手続の場合、代理権を証明する書面の添付がない。 

⚫ 証拠の不備 

        - 外国語文献の翻訳文が添付されていない。 

        - 証拠ごとに証拠番号（例：甲第 1号証）の記載がない。 

        - 文書の文字が不鮮明で判読できない。 

        - 図書、雑誌等の公知日が特定できない（表紙や奥付がない）。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/03.pdf#page=18
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/03.pdf#page=18


 

        - パンフレット等の頒布時期、発行時期が確認できる資料がない。 

        - インターネット上の情報などが証拠として提出されており、対象となる特許

の出願日前の情報であるか否かが特定できない。 

        - インターネット上の情報の印刷物に URL、印刷日の記載がない。 

        - 実験成績報告書等の作成日・作成者等の記載がない。 

        - 証拠を国際公開番号で特定し、国際公開を添付すべきところ、添付された証

拠が「再公表特許」である。 

     - 証拠を公開実用新案公報で特定し、考案の詳細な説明の記載を証拠として

いるが、マイクロフィルム又はＣＤ－ＲＯＭで特定していない。 

    

証拠を提出する場合は「審判便覧３４－０１ 証拠提出に関する書類の点検と

注意事項 4. 文書 」に提出が必要な部分が提示されているので、よくご確認く

ださい。 

それ以外にも不適切な事例が発生しておりますので、速やかに特許庁から連

絡が取れるよう、なるべく特許異議申立書に電話番号の記載をお願いいたしま

す。 

 

Ｑ３－１９．特許異議申立人は合議体と面接ができますか。 

Ａ３－１９．特許異議の申立ては、書面審理のみとされています。また、審理は無効審

判のように当事者対立構造によるものでなく、特許庁と特許権者との間で進め

られるため、特許異議申立人からの要請による面接は行いません。特許異議の申

立ての理由を審判合議体が理解できるように、特許異議申立書に異議申立人の

主張を十分に記載してください。 

ただし、特許異議申立書に記載された証拠等について、異議申立人の意見を聞

くことが的確な審理に資すると合議体が判断したとき等、必要に応じて取消理

由通知前に合議体から特許異議申立人に審尋又は面接の要請をすることがあり

ます。 

この点については、面接ガイドライン【審判編】も参照してください。 

 

Ｑ３－２０．異議番号通知に記載された「申立番号」とは何ですか。今後の手続に必要

ですか。 

Ａ３－２０．同じ特許権に対して複数の特許異議の申立てがあったときに、それぞれの

申立てを区別するために特許庁が付加する整理番号です。今後の手続において、

特許異議申立人が使用することはありません。 

 

Ｑ３－２１．特許権者から提出された書類に対して、特許異議申立人が意見を述べる機

会はありますか。 



 

Ａ３－２１．訂正請求書の提出があったときは、審判長が取消の理由を記載した書面と

ともに、その副本を特許異議申立人に送付して、相当の期間（標準３０日、在外

者５０日）を指定して意見書を提出する機会を与えます。 

ただし、審判長が意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別

の事情（例：訂正が誤記の訂正等で軽微なものであるとき等）があると判断した

ときは、意見書を提出する機会は与えられません(特§１２０の５⑤)（審判便覧

６７－０５．４）。 

なお、特許権者から意見書のみの提出があったときでも、必要に応じて、審判

長が異議申立人に対して審尋する場合があります（審判便覧６７－０５．３）。 

 

Ｑ３－２２．特許異議の申立ての取下げについて教えてください。 

Ａ３－２２．特許異議の申立ては、特許権者宛の取消理由通知が送付されるまでは、取

り下げることができます(特§１２０の４①)。 

また、２以上の請求項について特許異議の申立てをしたときは、請求項ごとに

取り下げることができます(特§１２０の４②→特§１５５③)。  

特許異議の申立てが取下げられたときは、その旨が特許権者及び参加人に通知

されます(特施規§４５の６→§５０の５)（審判便覧６７－０３の３．）。 

 

Ｑ３－２３．訂正の請求後に、特許異議申立人は指定された期間内に意見を述べる機会

が与えられますが、この期間の延長を求めることはできますか。 

Ａ３－２３．特許異議申立人からの請求による延長は認められません。これは、無効審

判における請求人の弁駁書の提出期間と同様です。 

 

Ｑ３－２４．訂正の請求後に、特許異議申立人が意見を述べる機会が与えられますが、

このとき、新しい証拠などを提出してもよいですか。 

Ａ３－２４．訂正の請求の内容に付随して必要となる証拠であれば、取消理由として採

用することがありますが、訂正の請求の内容に付随しないものは、原則として、

取消理由として採用することはありません（審判便覧６７－０５．４の１．）。 

 

Ｑ３－２５．特許異議の申立てをしたいのですが、その後は意見書の提出も面接もした

くないときはどうすればよいですか。 

Ａ３－２５．特許異議申立書に「意見書提出の希望の有無 希望しない」と記載すれば、

意見書の提出を求められることはありません（特施規§４５の２ 様式６１の２）

（審判便覧６７－０５．４の１．（１））。 

また、審判合議体からの面接の要請を断ることはできます。 

 



 

《４．特許権者とその代理人の手続について》 

Ｑ４－１．自分の特許に特許異議の申立てがあったことを知る方法はありますか。 

Ａ４－１．特許異議の申立てがあったときは、特許権者に「異議番号通知」（はがき）

を送付しますので、それで知ることができます（電子特殊申請の場合もオンライ

ン通知ではなく、はがきの送付となります）。申立番号００１のとき、特許権の

設定時代理人にも「異議番号通知」を送付します。 

なお、特許権者が在外者の方のときは、「異議番号通知」は特許管理人にのみ

送付されます。 

また、特許原簿に「異議申立の予告登録」がされます。 

 

Ｑ４－２．異議番号通知に記載された「申立番号」とは何ですか。今後の手続に必要で

すか。 

Ａ４－２．同じ特許権に対して複数の特許異議の申立てがあったときにそれぞれの申立

てを区別するために特許庁が付加する整理番号です。今後の手続において、特許

権者が使用することはありません。 

  

Ｑ４－３．特許権に専用実施権が登録されているときに、専用実施権者へ何らかの通知

がされますか。 

Ａ４－３．特許異議の申立てがされた特許に係る専用実施権者、その特許権について登

録された権利を有する者については、特許異議の申立てがあった旨が通知され

ます(特§１１５④→特§１２３④)（審判便覧６７－０３．２（４））。 

 

Ｑ４－４．特許権に係る出願時の代理人ですが、特許異議申立事件についての委任状は

提出していません。特許権者の代理人として特許異議申立事件の手続を行うこと

ができますか。 

Ａ４－４．代理権を証明する書面の提出が必要です。特許異議の申立てがあると、特許

権者が在外者のときは特許管理人に、それ以外は特許権者と特許登録時の代理人

に異議番号通知（はがき）が送付されます。特許権者の代理人として手続を行う

ときは、異議番号通知を受け取った日から２４日以内に、「代理人受任届」を提

出してください。 

なお、異議番号通知には、その旨の注意事項が記載されています。 

 

Ｑ４－５．特許権に係る出願時の代理人です。出願時に包括委任状（特許後の手続に関

する委任事項あり）を援用しています。特許権者の代理人として特許異議申立事

件の手続を行うことができますか。 

Ａ４－５．特許庁への手続に関し、出願時に援用した包括委任状によって特許権者（出



 

願人）の代理人となっていますので、代理人として特許異議申立事件の手続を行

うことができます（審判便覧２３―０９の４．）。 

 

Ｑ４－６．特許権に係る出願時の代理人です。出願時に包括委任状（特許後の手続に関

する委任事項あり）を援用しています。このたび異議番号通知（はがき）が送付

されてきました。しかし、実態上は、委任契約は終了しています。どのようにし

たらよいですか。 

Ａ４－６．特許庁との手続に関し、現在も出願時に援用した包括委任状によって特許権

者（出願人）の代理人となっていますので、代理しないのであれば速やかに「代

理人辞任届」を提出してください。 

    なお、異議番号通知には、その旨の注意事項が記載されています。 

 

Ｑ４－７．特許権者から特許異議の申立ての手続について委任する際、委任状にはどの

ような記載が必要ですか。 

Ａ４－７．特許権者の代理人の委任状には、「特許第○○○○○○号に関する手続及び

これらの手続の取下げ」や「特許○○○○○○号の特許異議の申立てに関する手

続及びこれらの手続の取下げ」の記載が必要です。包括委任状であれば「すべて

の特許権・・・これらに関する権利に関する手続・・・並びにこれらの手続の取

下げ」の記載があれば、代理人選任届に包括委任状番号を記載することにより援

用することができます。 

 

Ｑ４－８．特許異議申立書の副本は、いつ特許権者（代理人）に送付されますか。 

Ａ４－８．特許異議申立期間経過を待つことなく、特許異議の申立てがあるごとに、そ

の副本が送付されます(特§１１５③)。送付先は、代理人がいないときは特許権

者、代理人がいるときは代理人です。 

なお、特許異議申立書に不備があるときは、その不備が解消するまで副本は

送付されません（便覧６７－０３の２．（２））。 

 

Ｑ４－９．取消理由通知について教えてください。 

Ａ４－９．審理の結果、特許異議の申立てに係る特許について取消決定をしようとする

ときは、審判長は特許権者に特許の取消理由を通知し、相当の期間（標準６０日、

在外者９０日）を指定して取消理由に対しての意見を述べる機会を与えます(特

§１２０の５①)。特許権者は、指定された期間内に意見書の提出、訂正の請求

をすることができます。 

なお、特許権者は、取消理由通知に対して意見を述べればよく、特許異議申立

書に記載された理由及び証拠に対して意見を述べる必要はありません（審判便覧

６７－０５．１）。 



 

 

Ｑ４－１０．取消理由通知（決定の予告）について教えてください。 

Ａ４－１０．取消理由通知後に、特許権者からの意見書等の提出を受け、再び特許を取

り消すべき旨の判断となったときは、特許権者に対し取消理由を通知する書面に

「決定の予告」である旨を明示して、訂正請求の機会を与えます (特§１２０の

５②)。 

 

Ｑ４－１１．先に受けた取消理由通知で通知された取消理由が解消されていないとき

は、取消理由通知（決定の予告）が必ず通知されますか。 

Ａ４－１１． 取消理由通知（決定の予告）が通知されないときもあります。先の取消

理由通知に対して応答がないとき、又は、特許権者が「取消理由通知（決定の予

告）」を希望しない場合は通知されません。 

 

Ｑ４－１２．取消理由通知（決定の予告）とあわせて特許異議申立人からの意見書副本

を受領しましたが、特許権者はこの意見書副本に何らかの対応をする必要があり

ますか。 

Ａ４－１２． 取消理由通知（決定の予告）について対応をすれば十分であり、特許異

議申立人からの意見書副本に対応をする必要はありません。  

       取消理由通知（決定の予告）のときだけでなく、２回目以降の取消理由通知（決

定の予告）とあわせて特許異議申立人からの意見書副本が送付されたときについ

ても同様です。 

 

Ｑ４－１３．取消理由通知に対する意見書の提出期間の延長を求めることはできます

か。 

Ａ４－１３． 意見書の提出期間の延長は原則として認められませんが、期間延長を必

要とする合理的かつ具体的な理由などを記載した期間延長請求書を十分な余裕

をもって提出し、審判長が、期間延長を必要とする合理的かつ具体的な理由があ

ると判断したときは、例外的に延長が認められることがあります（審判便覧２５

―０４の３．）。 

 

Ｑ４－１４．訂正を請求できる期間について教えてください。 

Ａ４－１４．取消理由通知（決定の予告として行う取消理由通知を含む）において指定

された意見書の提出期間（標準６０日、在外者９０日）内に、明細書、特許請求

の範囲又は図面の訂正を請求することができます(特§１２０の５②)（審判便覧

６７－０５．２の１．（２））。 

 

Ｑ４－１５．特許権に専用実施権が設定登録されていますが、訂正を請求する際に専用



 

実施権者の承諾は必要ですか。 

Ａ４－１５．特許権者は、専用実施権者、質権者又は職務発明に基づく通常実施権者若

しくは許諾による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得たときに限

り、訂正を請求することができます(特§１２０の５⑨→特§１２７)。 

     訂正請求書に承諾書を添付してください（審判便覧６７－０５．２の１．（２））。 

 

Ｑ４－１６．訂正を請求する際の手数料の計算方法を教えてください。 

Ａ４－１６．基本料４９，５００円＋（請求項の数×５，５００円）です(特§１９５

②)。「請求項の数」は、訂正の請求の仕方によって異なります（審判便覧３８－

００の２．）。 

    詳しくは、訂正審判・訂正請求Ｑ＆ＡのＱ５を参照してください。 

 

Ｑ４－１７．特許異議の申立ての対象外の請求項についても、訂正請求は可能ですか。 

Ａ４－１７．可能です (特§１２０の５⑨→特§１２６⑦)（審判便覧６７－０５．２

の１．（２））。 

 

Ｑ４－１８．明細書又は図面について訂正するときに注意する点はありますか。 

Ａ４－１８．明細書又は図面の訂正が複数の請求項に係る発明に関係するときには、訂

正後の明細書又は図面を基準として、当該訂正後の明細書又は図面に関係する請

求項（又は一群の請求項）全てを訂正請求の対象としなければなりません(特§

１２０の５⑨→特§１２６④)（審判便覧３８－０２）。 

また、訂正明細書は、段落番号等の加除による「項ズレ」を防止して、一覧性

を確保するために所定の様式により作成しなければなりません(特施規様式２９

備考１４ハホ、１６、１９、様式２９の２備考１５、１６、様式３０備考１３)。 

なお、明細書を訂正するときはその全文を添付しなければなりません（特§１

３１④）（審判便覧３８―０５）。 

明細書に配列表が含まれる場合の訂正については、「訂正審判、訂正請求におけ

る訂正明細書の配列表について」を御参照ください。 

 

Ｑ４－１９．一の特許異議申立事件で複数回の訂正請求をしたとき、先の訂正請求の取

扱いはどうなりますか。 

Ａ４－１９．先にされた訂正請求は取り下げられたものとみなされます(特§１２０の

５⑦)。 

なお、訂正の基礎となる明細書等は、設定登録時等の明細書となります。 

 

Ｑ４－２０．特許異議の申立ての対象となる請求項が、訂正請求により全て削除された

とき、特許異議申立事件はどうなりますか。 

https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/general-kaisei2711_teisei/meisaisho_hairetsu/
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/general-kaisei2711_teisei/meisaisho_hairetsu/


 

Ａ４－２０．特許異議の申立ての対象が存在しないことになるので、特許異議の申立て

は却下されます（特§１３５、審判便覧６７―０６の３．（３））。 

 

Ｑ４－２２．訂正請求書の内容を変更又は追加する補正は可能ですか。 

Ａ４－２２．訂正請求書の補正は、請求の理由以外は、その要旨を変更する補正はでき

ませんが、例外として、訂正請求書について補正をすべきことを命じられたとき

に、当該補正が命じられた事項に限ってする補正は、要旨を変更するものであっ

ても認められます(特§１２０の５⑨→特§１３１の２①三)（審判便覧６７－

０５．３の４．（１）ウ）。 

 

Ｑ４－２３．訂正請求の取下げ可能時期について教えてください。 

Ａ４－２３．取消理由通知（決定の予告として行う取消理由通知を含む）又は訂正拒絶

理由通知において指定された意見書の提出期間に限り、訂正請求を取下げるこ

とができます(特§１２０の５⑧、特§１７の５①)。 

なお、取下げをするときは、訂正の請求を請求項ごと又は一群の請求項ごとに

したときであっても、その全ての請求を取り下げなければなりません(特§１２

０の５⑧、特施規§４５の６→§５０の２の２)。 

訂正の請求の一部を取りやめたいときは、訂正に係る明細書、特許請求の範

囲、図面の補正（特§１７ の５）により訂正事項の一部削除をすることができ

ます（審判便覧６７－０５．２の１．（４））。 

 

Ｑ４－２４．訂正を認める維持決定が確定したときの、訂正の効果はどうなりますか。 

Ａ４－２４．訂正後における明細書等により、特許出願、特許の公開、特許すべき旨の

査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされます(特§１２

０の５⑨→特§１２８)。 

 

Ｑ４－２５．特許権者は合議体に面接を要請できますか。 

Ａ４－２５．特許権者との面接は拒絶査定不服審判と同様、要請があれば原則審理中に

少なくとも１回面接を行うこととしております。面接の要請の仕方などについ

ては「面接ガイドライン【審判編】」を参照してください。 

 

《５．その他》 

Ｑ５－１．特許異議申立制度における「参加」について教えてください。 

Ａ５－１．参加に係る要件、効果は次のとおりです。 

① 参加できる者 

特許権についての権利を有する者（例えば、専用実施権者・通常実施権者）、



 

その他特許権に関して利害関係を有する者に限り、特許権者を補助するため

に、その審理に参加することができます(特§１１９①)。 

② 参加できる時期 

特許異議の申立てについての決定があるまでです(特§１１９①)。 

③ 参加の効果 

特許権者を補助するため、攻撃防御の方法の提出、その他一切の特許異議

の申立てに係る手続をすることができます(特§１１９②→特§１４８④)。

また、特許権者と同様に関係書類が送付されます。 

（審判便覧６７－０２の３．、審判便覧５７－００～０９） 

 

Ｑ５－２．第三者が、他人の特許について特許異議の申立てがされているかどうかを確

認することはできますか。 

Ａ５－２．特許情報プラットフォーム(Ｊ－ＰｌａｔＰａｔ)の経過情報検索という機能

により、特許異議申立書等の書類の提出の有無を確認できます。ただし、情報の

反映まで遅れが生じる場合があります。提出された書面の内容について確認する

ときは、特許庁の窓口にて書類の閲覧を申請してください。 

 

 

２０２４年４月更新 


